
国立大学法人東京医科歯科大学連携研究員受入規則 

 

平成２６年８月４日  

規 則 第 ６ ２ 号  

 

（目的） 

第１条 この規則は、国立大学法人東京医科歯科大学（以下「本学」という。）におけ

る連携研究員の受入手続き等を定めることを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この規則における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。 

(1) 「連携研究員」とは、本学内で行われる研究に関して、専門知識又は技術を提供

するため、本学の教職員と連携して研究する学外の大学、公的研究機関又は医療機

関に所属する者（以下この号において「外部の研究者等」という。）をいう。ただ

し、外部の研究者等の受入に関し別に適用すべき本学諸規程等がある場合には、当

該諸規程等に定めるところによるものとする。 

(2) 「外部の研究者等」とは、前号に定める者とし、原則として学外の大学院生は対

象外とする。ただし、国立大学法人東京医科歯科大学の大学院研究科等に置く教育

研究分野等に関する規則（平成２２年規則第１１号。以下「教育研究分野等に関す

る規則」という。）に定める部局及び分野等以外の研究室については、学外の大学

院生も対象とする。 

(3) 「部局等」とは、国立大学法人東京医科歯科大学組織運営規程（平成１６年規

程第１号）（以下、「組織運営規程」という。）第４章及び第６章に規定する組織（学

科、領域、及び教授会を除く。）、並びに国立大学法人東京医科歯科大学高等研究院

規則（平成３０年規則第４９号）に定める高等研究院（以下、「高等研究院」とい

う。）をいう。 

(4) 「教育研究分野等」とは、教育研究分野等に関する規則第２条、第３条及び第

６条から第８条に定める教育研究分野、第５条に定める教育分野、組織運営規程第

４章に規定する各機構に置く部門、組織、センター等、並びに高等研究院に置く研

究室をいう。 

 

（受入責任者） 

第３条 連携研究員の受入責任者は、当該連携研究員を受け入れる教育研究分野等の長

又はプロジェクト組織の長とする。 

２ 前項の受入責任者は、連携研究員を受け入れるにあたり、その管理監督について責

任を負うものとする。 

 

（申請） 

第４条 連携研究員を受け入れようとする教育研究分野等の長又はプロジェクト組織

の長は、別紙様式１により、当該部局等の長（以下「部局長等」という。）に申請す

るものとする。 

 

（許可） 

第５条 前条の申請を受けた部局長等は、当該教授会又は当該運営委員会等（以下「教



授会等」という。）の議を経て、連携研究員として受け入れを許可し、別紙様式２によ

り承認の通知を行うものとする。 

２ （削除） 

 

（受入期間） 

第６条 連携研究員の受入期間は、原則として、１年以内とする。 

２ 研究の継続が必要と認めるときは、受入期間を延長することができる。 

３ 受入期間の変更又は取消を行う必要が生じたときは、前２条の規定を準用する。 

 

（研究料等の不徴収） 

第７条 連携研究員の研究に係る研究料等は、徴収しない。 

 

（連携研究員の責務） 

第８条 連携研究員は、この規則に定める事項のほか、本学諸規程等を遵守しなければ

ならない。  

２  連携研究員が故意又は重大な過失により本学に損害を与えた場合は、その損害の全

部又は一部を賠償させるものとする。 

３  連携研究員は、研究上知り得た本学における全ての情報を他に漏らしてはならない。

受入期間終了後も同様とする。 

 

（知的財産権の帰属等）  

第９条  連携研究員が本学で行った発明等に係る一切の知的財産権は、本学に帰属する

ものとする。ただし、受入許可時に本学と連携研究員との協議により、その知的財産

権の一部又は全部を連携研究員に帰属するものとすることができる。  

２  知的財産権の定義、帰属その他の取扱いは、国立大学法人東京医科歯科大学職務発

明規則（平成１６年規則第２４２号）に定めるところによる。 

 

（研究中止手続き）  

第１０条  連携研究員が研究を中止又は研究を中断しようとする場合は、部局長等に申

し出なければならない。 

２ 部局長等は、前項の申し出を受けた場合は、教授会等の議を経て、別に定める報告

書により、学長に報告するものとする。 

 

（事務）  

第１１条  連携研究員の受入に関する事務は、各部局等の庶務担当部署において処理す

る。 

 

（雑則） 

第１２条 この規則に定めるもののほか、連携研究員に関し必要な事項は別に定める。 

 

第１３条 この規則の改廃は、研究推進協議会の議を経るものとする。 

 

附 則 

この規則は、平成２６年８月４日から施行する。 

附 則（令和４年３月２２日制定） 



この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年１月２５日規則第８号） 

この規則は、令和６年１月２５日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙様式１（第４条関係） 

 
                              年  月  日 
 
 
            殿 
 
 
                     所属･職 
                     氏 名              
 
 
 

東京医科歯科大学連携研究員の受入れについて(申請) 
 
 
  下記の者と共同研究を行いたいので，連携研究員として受け入れを申請します。 
なお、本件については当該連携研究員の所属機関において許可されていることを確認し、

また受け入れにあたっては、受入責任者が全ての責任を持って連携研究員を管理すること

を申し添えます。 
            

（フリガナ） 

氏  名 

 

 

生年月日            

性 別   男 ・ 女 

 

所属機関 ･ 職名 

 

研究題目  

 

研究期間 

 西暦  年  月  日から 

                  （  ケ月） 
 西暦  年  月  日まで 

受入責任者 
所属･職・氏名 

 

 
                            



別紙様式２（第５条関係） 
 
                              年  月  日 
 
 
           殿 
 
 
 
                           （部 局 長 等 名） 
 
 
 

東京医科歯科大学連携研究員の受入れの承認について(通知) 
 
 
  下記の者を，連携研究員として受け入れることについては，下記の条件を付して承認 
します。 

記 
 
  １ 氏  名 
  ２ 所属機関 
  ３ 受入期間  西暦  年  月  日 から 西暦  年  月  日（  ケ月） 
  ４ 承認要件 
   (1) 連携研究員は、国立大学法人東京医科歯科大学連携研究員受入規則のほか本学の

諸規則を遵守させること。 
   (2) 連携研究員は、研究上知り得た本学における全ての情報を他に漏らしてはならな

いこと、受入期間終了後も同様とすることを周知すること。 
(3)連携研究員が本学で行った発明等に係る一切の知的財産権は、本学に帰属するこ

とを周知すること。 
(4) 上記が守られない場合、受入責任者が本学就業規則等に則った処分の対象とな

ること。 
 


